
広 告 毛呂山町毛呂本郷1364-１ 担当：金森
〈ガレージカナモリ〉　携帯090-1690-7744どんな車でも買い取ります

移住・定住支援制度をリニューアルします

問い合わせ　政策秘書課政策調整担当

お知らせ

学校給食費を改定します

問い合わせ　学校給食センター☎042－985－3600

お知らせ

　米飯価格の大幅な上昇や今後の物価上昇が見込ま
れるため、学校給食費を改定します。なお、児童・
生徒分については、令和７年度分から無償化を開始
していることから、保護者の負担はありません。
改定年月　令和８年４月分から

改定内容（改定後の額【令和７年度の額】）
〇小学校　月額5,200円【4,300円】
〇中学校　月額6,000円【5,200円】
※学校給食特例給付金の支給基準額も学校給食費に合わせ
改定します。

保育所等通園児の副食費無償化を開始します

問い合わせ　子育て応援課保育担当（１階⑦番窓口）

お知らせ

対象（次のいずれかを満たす児童の保護者）
〇 認可保育所、認定こども園（保育認定）通園の３歳
児クラスから５歳児クラスの児童（満３歳以後最
初の３月31日を経過した児童）
〇 認定こども園（教育認定）、幼稚園通園の３歳児ク
ラスから５歳児クラスの児童（満３歳以後の児童）
〇 認可外保育施設通園の３歳児クラスから５歳児ク
ラスの児童（満３歳以後最初の３月31日を経過し
た児童）

補助額
　 低所得世帯などに適用されている副食費免除額（国基準額）を
上限として市が負担
※令和７年度の国基準額は4,900円で、年度により変動があります。
※実費額が国基準額を上回る差額は自己負担になります。
補助方法
　市内保育施設利用者は、補助額分の支払いを免除し、自己負
担がある場合にのみ、その差額をお支払いください。市外保育
施設利用者は、各保育施設と調整し、決定します。

　令和８年４月から、保育所等に通う児童の保護者が負担している副食費（給食費のうちおかずやおやつ代）を市が補助
し、副食費の無償化を図ります。

　支援を受けるためには申請が必要です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

支援制度 対象 支援内容
ファミリーウエルカム
住まいる支援金

市内事業所または市内に本社がある事業所に勤務
する子育て世帯の転入または市内転居

住宅（新築・中古問わず）を購入した際、転入
（転居）に伴う費用の1/2（上限10万円）を支
援（仲介手数料、引っ越し・リフォーム・家
具家電購入費用等）

Ｕターンウエルカム
住まいる支援金 過去に市に住民票を置いたことがある人の転入

Ｕターン住宅
リフォーム支援金

過去に市に住民票を置いたことがある人の転入で、
親世帯、子世帯と同居するためにリフォームする
人

住宅のリフォーム工事に係る費用の1/2（上限30
万円）を支援
※市内事業者に依頼した場合は上限20万円加算

子育て世帯エコカー等
購入支援金

転入後１年以内に市内の自動車販売店等（日高市
商工会会員）でエコカー等（二輪車・自転車含む）
を購入した人（新車・中古車を問わず）

エコカー等購入費用を支援（上限５万円）

テレワーク活用移住者
支援

市外から転入し、テレワーク勤務（原則として週
１回以上）を実施している人 テレワーク支援として地域商品券２万円分を交付

結婚新生活応援 恋たま利用者・市が関与する婚活イベントに参加
し、婚姻届を提出して市内で新生活を始める人 結婚新生活応援として地域商品券１万円分を交付

奨学金返済支援金 市内に在住し、市内事業所または市内に本社があ
る事業所に勤務している人 返済した奨学金の1/2（上限10万円）を支援
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広 告 剪定・除草・伐採・抜根・植栽
その他造園工事承ります　090－4255－9673庭悠 NIWAHARU

第６次日高市総合計画後期基本計画を策定しました

問い合わせ　政策秘書課政策調整担当

お知らせ

　後期基本計画では、市民ワークショップにおける意
見・提言の中から、「SDGs達成に向けた『市民や地
域の取組』」を明記するとともに、行政や市民、地域
が一体となって、取り組んでいくことを目指します。
　また、人口減少が進む中、住民満足度を高め、市民
ニーズに応える持続可能な日高市を構築していくため、
「持続可能なひだかづくりへの８つの重点事項」とし
て、次のとおり定めました。

①少子高齢化・人口減少社会への対策
②地域公共交通の充実
③企業誘致の推進・商工業の活性化
④安心・安全な暮らしの実現
⑤健幸のまちづくりの推進
⑥ゼロカーボンシティの実現
⑦ＤＸを進めスマートで持続可能な行財政運営
⑧市民参加・ボランティア

８
つ
の
重
点
事
項

　総合計画とは、本市のまちづくりの方向性を定めた計画で、「基
本構想」「基本計画」「実施計画」で構成されています。
　前期基本計画の計画期間が令和７年度をもって終了しましたので、
前期基本計画の振り返りを踏まえ、後期基本計画を策定しました。

〇基本構想（令和３年度～12年度）
〇 基本計画（前期：令和３年度～７年度、
後期：８年度～12年度）
〇実施計画（３年間（毎年度見直し方式））

市役所の組織を変更しました

問い合わせ　政策秘書課政策調整担当

お知らせ

　市民サービスの向上を目指し、市役所の組織を変更しました。主な内容は次のとおりです。

課 内容

政策秘書課

組織を効率化し、政策実現を進めていくため、政策推進担当と企画調整担当
を政策調整担当に統合しました。また、よりスピード感を持って行政情報の
広報を行うため、広報広聴に関する事務を市政情報課から政策秘書課に移
し、広報広聴担当を新設しました。

総務課
総務課の各施策、特にコミュニティ関係施策の拡充を図るため、担当を見直
し、人権推進・男女共同参画担当と自治振興・国際交流担当に変更しました。

産業振興課
各施策における成果の拡充を図るため、総務課からふるさと納税関係事務、
都市計画課から商工誘致関係事務を産業振興課に移し、産業振興課商工観光
担当を観光担当と商工労政担当に再編しました。

交通政策課
市民にとって必要な交通政策を推進するため、市民生活部に交通政策課を新
設し、危機管理課から交通政策に関する事務を移しました。

市民課
マイナンバー関係事務の体制強化を図るため、市民課にマイナンバー担当を
新設しました。

障がい福祉課
地域における相談支援の中核的な役割を担い、相談体制の強化を図るため、
障がい福祉課に基幹相談支援センター担当を新設しました。

都市計画課
まちづくり事業の強化を図るため、市街地整備課を廃止し、当該所管事務を
都市計画課に統合しました。

事務の移管

担当の新設

担当の再編

担当の再編

事務の移管

担当の再編

課の新設

事務の移管

担当の新設

担当の新設

課の再編
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